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研究要旨 

多くの国民が罹患するアレルギー疾患は、施設間医師間の診療水準に大きな差があり患者

の満足度を低下させている。そのため、診療の均てん化を実現するために、本研究では、

医師向けの 10 日間の研修プログラムを開発し実践、その後の行動変容を追跡する調査を

行った。さらに、学校管理指導表の簡易作成プログラムの開発、若手セミナーの実施、小

児アレルギーエデュケーターによるアトピー性皮膚炎の臨床研究などを実施した。 

 

A. 研究目的 

我が国を含む先進国では、約半世紀前からア

レルギー疾患が急増し、今や国民の半数近くが

何らかのアレルギー疾患を経験する時代にな

っている。なかでも、アトピー性皮膚炎はアト

ピーマーチの起点に位置する疾患であるが、ア

レルギー疾患の中では薬剤の貢献度が高いに

も関わらず、治療満足度が低い疾患であり（平

成 27 年度国内基盤技術調査報告書「60 疾患の

医療ニーズ調査と新たな医療ニーズⅡ」分析編

2016 年）、医師や医療スタッフへの教育による

診療水準の向上と患者満足度の改善が期待で

きる疾患である。食物アレルギーに関しては、

根拠のない指導をしている専門医が多いとい

う調査結果が平成 25 年度のアレルギー疾患対

策の均てん化に関する研究（研究代表者：斎藤

博久）により明らかとなり、日本アレルギー学

会は専門医教育の改善に努力することとなっ

た。そこで、本研究はアレルギーマーチの起点

となるアトピー性皮膚炎と問題の多い食物ア

レルギーの診療の改善を中心に気管支喘息や

消化管アレルギーの診断と治療に関する基本

的知識と治療技法も加えた総合アレルギー診

療の水準を向上させ均てん化を推進するため

の医師および医療スタッフの教育と診療支援

および効果測定を目的とするプログラムを開

発する。 

 

B. 研究方法 

① 医師向け教育研修プログラムにおける研

修後の診療への影響と行動変容の評価 

2019 年（令和元年）度の研修は、2015 年（平

成 27 年）12 月 25 日に施行されたアレルギー

疾患対策基本法の基本理念を実現するため、プ

ログラム名を「小児アレルギー診療短期重点型

教育研修プログラム」と変更した。これに伴い、

研究対象者と研修プログラムの内容を改訂し

た。 

2018 年度までの研修対象者「一般小児科臨床

の十分な経験を有し，自施設でのアレルギー診
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療を向上させる意志のある卒後 3～20 年の医

師のうち，研修プログラム全日程に参加可能で、

研修成果について開始から修了半年後までの

報告に協力できる者」に加え 2019 年度からは

都道府県の拠点病院から参加者を募った。また

2018 年度までより多数の研修希望者を受け入

れるため、募集期間を年 10 日間（2 週間）×

10 期間に設定した。 

実際の研修は国立成育医療研究センターア

レルギーセンター外来・病棟で行った。新たな

プログラムに対応する specific  behavioral 

objectives（SBOs）とそれに準じたテキスト・指

導要項を作成し、教育方略や指導担当者もそれ

に準じて設定した。参加者の指導はアレルギー

センターの医師が行った。 

教育研修プログラムの評価は Kirkpatrick の

4段階の評価概念に基づき，反応（満足度）評

価、学習（知識スキル）評価、行動（実際の行

動変容）評価を参加者による評価を通して行っ

た。反応評価は，研修プログラムの内容・量・

教育方略・支援体制について研修終了時に 4段

階リッカートスケールで行い、学習評価は研修

開始時と終了時に 4 段階リッカートスケール

の自己評価で行った（反応評価および学習評価

に関しては前年度報告書の記載通りであり詳

細は割愛する）。行動評価（自己評価）はこれ

までと同様に、診療行動に関して研修開始時と

終了後約半年における、可否二区分の自己評価

を実施した。 

 

② 小児アレルギーエデュケーター（PAE）

によるアトピー性皮膚炎患者への治療初

期の患者教育の効果に関する研究： 

初診で受診した年齢 6 ヶ月から 10 歳未満の

アトピー性皮膚炎の患者およびその保護者を

対象とし、採用条件、除外基準を満たした場合

にインフォームドコンセントを取得し、重症度、

年齢、施設での層別ランダム化比較試験を行う。

2 群のうち、A 群は PAE による患者教育群、

B 群は医師による患者教育群とする。治療薬は、

ガイドラインに基づく標準治療とスキンケア

を行った。 

 

③ 小児アレルギー診療における患者教育の

現状調査： 

一般社団法人日本小児臨床アレルギー学会会

員を対象に、施設対象調査として医療現場にお

ける小児アレルギー患者教育の実態調査、医師

対象に医療現場における小児アレルギー患者

教育の意識調査、看護師対象に医療現場におけ

る小児アレルギー患者教育の意識調査の 3 種

の調査を実施する。調査方法は、電子メールで

依頼を行い、web 画面で回答する無記名の調査

方法で実施する。調査項目は、2012 年度に独

立行政法人環境再生保全機構の調査研究で、分

担研究者の赤澤らが実施した調査方法、調査項

目と同様の内容の調査を実施して、その変化も

含めて検討する。 

 

④ アレルギー疾患における標準治療の普及

と均てん化に向けた研修プログラムの開

発研究（学校生活管理指導表作成支援ツ

ールの開発）： 

初年度の研究で、管理指導表記載に関する問

題について､医師と学校の教師に対してアンケ

ートによる実態調査を行ったので、その結果を

もとに、「学校生活管理指導表」作成支援ツー

ル（ウエブプログラム）の開発を行った。第２
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に関しては、昨年度に引き続き、卒後 10 年ま

での小児科医を対象とした「小児アレルギース

キルアップセミナー」を開催して、Kirkpatrick

の 4 段階の評価概）に基づき，参加者の反応

（満足度）、学習（知識スキル），行動（実際の

行動変容）について研修開始時と 6 ヶ月後にそ

れぞれ評価した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原

則（2008 年ソウル修正）および、臨床研究に

関する倫理指針（2008 年 7 月 31 日 全部改

訂 厚生労働省）に従い、本研究実施計画書を

厳守して実施する。本研究の実施に際して、施

設における倫理審査委員会の審査・承認を受け、

研究期間を通じ、倫理委員会の審査の対象とな

る文書が変更または改訂された場合（軽微な変

更または改訂を除く）には、再審議し、承認を

受けた上で本試験を実施する。 

 

 

C. 研究結果 

① 医師向け教育研修プログラムにおける研修

後の診療への影響と行動変容の評価 

1) 参加者とその背景 

2014 年度～2018 年度（第 3-7 期）の研修プ

ログラムの参加者は 5 年間で 48 名であったの

に対し、2019 年度は 1 年間で計 15 名と大幅

に増加した。都道府県拠点病院からの参加者

が 8 名、一般病院や診療所からの参加者が 7

名であり、関東地方、中部地方、近畿地方か

らの参加が多数を占めたが、東北地方、四国

地方、海外勤務者からの応募参加もあった。

男性は 8 名、女性は 7 名で、年齢は 40 歳以下

の参加者が 4 分の 3 以上を占め、小児科専門

医が 15 名中 12 名（海外の小児科専門医資格

を含む）、アレルギー専門医が 15 名中１名で

あった。 

2) 「小児アレルギー診療短期重点型教

育研修プログラム」の評価結果 

【参加者のプログラム満足度】 

いずれの項目に対しても概ね満足度は高か

ったが、評価項目 9（ワークシートの使用は

有用であった）、評価項目 10（模擬症例を使

っての実演学習は有用であった）の評価が低

かった。 

評価項目 4（患者向けの教室見学は有用で

あった）、5（看護指導（患者向け教室での看

護指導を含む）の見学は有用であった）、11

（到達目標の項目毎に担当指導医がつく制度

は有用であった）、12（メンターの機能は有用

であった）、13（ヒアリングの機能は有用であ

った）、14（研修参加中の医療スタッフの態度

は友好的で質問しやすい雰囲気であった）、15

（参加に関する事務サポートは適切であっ

た）の評価は高かった。 

【参加者の学習（知識スキル）の変化】 

2019 年度の新しいプログラムにおける新た

な評価項目（SBOs）のうち、18（アトピー性皮

膚炎の診断基準を説明できる）、19（アトピー

性皮膚炎のバリア機能障害について説明でき

る）、20（アトピー性皮膚炎の重症度評価がで

きる）、23（プロアクティブ・寛解維持療法の

概念について説明できる）、26（気管支喘息の

定義・診断基準・鑑別疾患について説明できる）、

27（気管支喘息の重症度とコントロール状態を

評価できる）、28（気管支喘息の悪化因子を挙

げられる）、29（フローボリューム曲線の測定
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を正しく行い、呼吸機能検査の結果について患

者（保護者）に説明ができる）、30（呼気 NO 測

定を正しく行い、結果を患者（保護者）に説明

できる）、31（気道過敏性検査を行うことがで

きる）、32（重症度に応じた気管支喘息の長期

管理薬を選択できる）、33（（気管支喘息の急性

増悪予防のための）環境整備について指導でき

る）、34（患者の年齢に応じた吸入デバイスの

選択と、気管支喘息の吸入療法について、患者

（保護者）に指導ができる）、35（気管支喘息

における急性増悪時の対応を患者（保護者）に

指導できる）、36（舌下免疫療法について、効

果、副作用、服用法の説明ができる）について

も評点の上昇がみられ、ほぼ「できる(4)」に近

い評点であった。これに対し、10（二重盲検法

による食物経口負荷試験の実施を補助するこ

とができる）、30（呼気 NO 測定を正しく行い、

結果を患者（保護者）に説明できる）、31（気

道過敏性検査を行うことができる）で達成率が

低かった。 

【参加者の行動変容】 

6 か月後の行動評価では殆ど全ての項目で

評点の上昇がみられ、とくに評価項目 1（食物

特異的 IgE 陽性のために除去食治療を行って

いる患者の診療機会があったとき、5 割以上の

患者（保護者）に対して、「血液検査のみでは

正確な診断ができない」ことを説明している）、

2（アトピー性皮膚炎の治療として除去食治療

が行われている患者の診療機会があったとき、

5 割以上の患者（保護者）に対して、「石鹸洗浄

と軟膏塗布のスキンケアが重要である」と説明

している）、4（食物アレルギーのために受診し

たアトピー性皮膚炎・湿疹合併の患者（保護者）

8 割以上に対して、初診から 3 カ月以内に、具

体的な石鹸洗浄法と軟膏塗布法についての指

導をしている）、5（過去の即時型反応や感作の

既往をもとに、現在では不要と考えられる除去

食療法を行っている患者の診療機会があった

とき、介入によって半年以内に 5割以上の患者

で制限の緩和を確認している）の達成率は 4/4

（100%）であった。 

 

② 小児アレルギーエデュケーター（PAE）に

よるアトピー性皮膚炎患者への治療初期の

患者教育の効果に関する研究： 

研究への新規参加施設として、神奈川県立こど

も医療センターアレルギー科他 2 施設に参加

依頼をしたところ、神奈川県立こども医療セン

ターアレルギー科が協力施設として参加した。

他の 2 施設では、小児アレルギーエデュケータ

ーが専任で外来指導を担当する事ができにく

い、病院内の看護システムの問題があった。2

年目当初、51 例がエントリーしていたが、そ

の後登録患者がないことから、2019 年 10 月

をもって登録を終了してデータ分析を行うこ

とにした。 

 

③ 小児アレルギー診療における患者教育の現

状調査： 

調査は、一般社団法人日本小児臨床アレルギ

ー学会会員の医師、看護師を対象に実施した。

前回は、2012 年に旧名称の同一学会である日

本小児難治喘息・アレルギー疾患学会会員を対

象に実施している。実態調査として、会員の診

療科責任者向け調査（初年度報告書に資料とし

て調査用紙を添付済み）、意識調査として医師

向け、看護師向けを作成し、都立小児総合医療

センター倫理委員会にて承認を取得した。日本
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小児臨床アレルギー学会理事会に調査依頼を

行い、承認を取得した。会員への電子メールと

web 回答システムを日本ビジネスコンピュー

タに依頼し作成した。診療科責任者向け調査

（施設代表者）では、80 施設からの回答があ

った。半数が総合病院小児科、診療所が 36％

であった。半数の施設に PAE が所属しその半

数の施設で 2 名以上の PAE が所属していた。

患者教育を実施している医療者を 2013年調査

と比較すると、喘息、アトピー性皮膚炎、食物

アレルギーともに、医師と看護師が協同あるい

は看護師が実施している割合が増加していた。 

 

④ アレルギー疾患における標準治療の普及と

均てん化に向けた研修プログラムの開発研

究（学校生活管理指導表作成支援ツールの

開発）： 

１) 昨年度明らかになった問題点をもとに、非

専門医が適切な問診によって「学校生活管

理指導表」を作成できるように、アルゴリ

ズムを開発、バグ修正を行いながら、ウエ

ブプログラムを完成させた。タブレットや

PC 上に表示される問診を診療所のスタッ

フが読んで、保護者の回答を入力すると、

記入例とともに医師向けのアドバイスも表

示され、これを参考にしながら､医師が

「管理指導表」の記入を行うものである。 

２) 「小児アレルギースキルアップセミナー」

に第 1 回は 71 名、第 2 回は７６名（平均

年齢 30, 31 才）が参加した。セミナー終

了直後の満足度は高く、学習評価では基本

的診療スキルへの理解度が大きく向上し

た。6 ヶ月後に行った行動評価では、喘息

アドヒアランス評価、呼吸機能検査の実

施、アトピー性皮膚炎の重症度評価実施が

大きく伸びた。経口負荷試験の実施は前

37.6％、後 41.1％と改善は少なかった。 

 

D. 考察 

医師向けの研修プログラムにおける反応評

価では研修内容について高い満足度が得られ、

研修前後での学習到達度の変化は全ての設問

項目において向上していた。6 か月後の行動変

容に関しては、全ての項目で前後での向上が認

められた。これらの結果を考慮し、さらに気管

支喘息やアレルギー性鼻炎の内容を充実され

た医師向けの教育研修プログラム「小児アレル

ギー診療短期重点型教育研修プログラム」を作

成した。また、非専門医向けのアレルギー管理

指導票作成プログラムの開発やメディカルス

タッフを活用した患者教育の充実も膨大な数

の患者の診療における診療水準の均てん化に

は貢献が期待される。 

 

E. 結論 

2019 年度当センターで実施された新たな研

修プログラム「小児アレルギー診療短期重点

型教育研修プログラム」は研修参加者の知識・

スキルの向上に概ね効果的であったと考えら

れ、研修前後における研修参加者の行動変容

に寄与していた。食物アレルギー診療に加え、

アトピー性皮膚炎、気管支喘息やアレルギー

性鼻炎におけるガイドラインに基づいた標準

的診療についての内容がプログラムに追加さ

れたが、新規の内容についての学習評価、行

動変容も得られていることが確認できた。今

後も、改訂された教育研修プログラムの継続
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的な実施とその効果測定および調査研究を進

めたい。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

① 論文発表 

1) 赤澤晃、渡辺博子、古川真弓、佐々木真利、

吉田幸一、小田嶋博、海老澤元宏、藤澤隆

夫；5 歳未満で発症した小児気管支喘息児

の 5 年間の経過。アレルギー、2018;67:53-

61 

2) 赤澤晃：環境再生保全機構委託業務 アレ

ルギー専門メディカルスタッフのスキルア

ップのための教育研修プログラムの開発と

その検証に関する研究報告書。平成 29 年度、

2018 

3) Natsume O, Ohya Y. Recent advancement 

to prevent the development of allergy and 

allergic diseases and therapeutic strategy 

in the perspective of barrier dysfunction. 

Allergol Int. 2018 Jan;67(1):24-31. doi: 

10.1016/j.alit.2017.11.003. 

4) 伊藤靖典, 長尾みづほ, 村井宏生, 福家辰

樹, 手塚純一郎, 佐藤さくら, 藤澤隆夫, 足

立雄一, 日本小児アレルギー学会小児アレ

ルギー教育セミナーワーキンググループ. 

アクティブラーニングを導入した小児アレ

ルギースキルアップコースの学習効果. 日

本小児アレルギー学会誌 2019; 33: 180-

188. 

 

② 学会発表 

1) 石川史、福家辰樹、犬塚祐介、豊國賢治、西

村幸士、苛原誠、佐藤未織、齋藤麻耶子、稲

垣真一郎、宮地裕美子、野村伊知郎、山本貴

和子、成田雅美、大矢幸弘 小児科医を対象

とした食物アレルギー診療教育研修プログ

ラムの有用性. 第 123 回日本小児科学会学

術集会、2020 年 8 月（予定）、神戸 

2) 石川史、山本貴和子、稲垣真一郎、福家辰樹、

成田雅美、藤澤隆夫、赤澤晃、海老澤元宏、

斎藤博久、大矢幸弘；アレルギー医師の均て

ん化促進のための医師のニーズ 2018.6. 

第 67 回日本アレルギー学会学術大会 

3) 福家辰樹；エビデンスに基づいた早期介入：

アレルギーマーチの上流に迫る 2018.4 

第 121 回日本小児科学会学術集会 

4) Saito M, Yamamoto K, Ishikawa F, 

Irahara M, Sato M, Mitsui M, Miyata M, 

Miyaji Y,I nagaki S, Suda T, Fukuie T, 

Nomura I, Narita M, Ohya Y; The 

relationship between Pediatric Adherence 

Assessment Questionnaire(PAAQ) for 

asthmatic children and fraction of exhaled 

nitric oxide(FeNO) 2018.10 第 55 回日本

小児アレルギー学会学術大会 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定も

含む） 

① 特許取得 

なし 

② 実用新案登録 

なし 

③ その他 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 

（分担）研究報告書 

 

医師向け臨床研修プログラムの開発 

 

研究分担者 

大矢幸弘 

国立成育医療研究センター アレルギーセンター長 

斎藤博久 

国立成育医療研究センター研究所副所長 
 

研究協力者 
石川 史  国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギーセンター 

福家辰樹  国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギーセンター 

山本貴和子 国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギーセンター 

 

研究要旨 

 

【研究の概要】 2019 年度、アレルギー疾患対策基本法の基本理念を実現するため、プログラ

ム名を「小児アレルギー診療短期重点型教育研修プログラム」とし新たな研修目標を加えて実施

された医師向け教育研修プログラムの評価を行った。さらに、教育研修プログラム改訂後の医師

の学習目標到達度、行動変容の変化についての評価を実施した。【研究の方法】研修の対象者は

(a) 各都道府県拠点病院からの研修参加希望者 および(b)一般小児科臨床の十分な経験を有し，

自施設でのアレルギー診療を向上させる意志のある卒後 5～20 年の医師のうち，研修プログラ

ム全日程に参加可能で、研修成果について開始から修了半年後までの報告に協力できる者。研修

日数は 2018 年度までの教育研修プログラムと同様に 10 日間とし、国立成育医療研究センター

アレルギーセンター外来・病棟で実施した。2019 年度からのプログラム改訂に伴い、アトピー

性皮膚炎の診断基準や重症度評価、気管支喘息の診断および評価、アレルギー性鼻炎に対する舌

下免疫療法の実施などの内容を盛り込んで新たに specific behavioral objectives（SBOs）を設定

し、これに対応するテキスト・指導要項を作成した。研修中は各参加者の相談役となるメンター

を個別に配置しガイダンスを行ったほか、研修プログラム管理者により 2 回のヒアリングを行

って支援した。プログラム評価として Kirkpatrick の 4 段階の評価概念に基づいたプログラムの

満足度評価を行い、学習（知識スキル）評価、行動（実際の行動変容）評価を参加者自身によっ

て行った。終了 6 カ月後の行動評価は現在実施中である。これらの結果をもとに、次年度に向け

たプログラム改善点を抽出し対策を考案した。【結果】 新たな医師向け教育研修プログラムの参

加者は、15 名とこれまでの医師向け研修プログラムの参加人数から大幅に増加していた。卒後

年数 10 年前後の医師が多くを占め、勤務地域は全国に分布していた。約半数が都道府県拠点病

院に所属する医師であったものの、プログラム評価の結果からは研修内容について概ね高い満足

度が得られた。研修前後での学習到達度は全ての設問項目において向上しており、新しい研修プ

ログラムにおいて新たに設定された学習目標についても概ね高い到達度が得られた。また、6 か
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月後の行動変容に関しては 4 名より回答が得られており、殆ど全ての項目で前後での向上が認

められた。【結語】改訂された当センターの教育研修プログラムは研修目標が増加したにも関わ

らず学習到達度は高く、行動変容という点においても評価された。到達度の低かった項目に対し、

実診療上で検査が実施されない場合の研修効果を補完するため、学習動画を作成した。このよう

な対策によるする学習効果の改善を図りながら、今後も、改訂された教育研修プログラムの継続

的な実施とその効果測定および調査研究を進める。 

 

Ａ．研究目的 
本研究は、医師や医療スタッフへの教育を通じたアレルギー疾患診療水準の向上と患者満足度の改善を目

的とし、アレルギーマーチの起点となるアトピー性皮膚炎と社会的問題の多い食物アレルギーの診療を中心

に、新たな知見の浸透が望まれる気管支喘息やアレルギー性鼻炎、消化管アレルギーの診断と治療に関する

基本的知識と治療技法も加えた総合アレルギー診療の水準を向上させ均てん化を推進するための医師および

医療スタッフの教育と診療支援および効果測定を目的とするプログラムを開発する。 

これまで、本研究における研修プログラム開発の目的はプライマリケアにおける地域内での診療レベル向

上、さらには都道府県拠点病院を中心とした病診連携・病病連携を核としたアレルギー疾患診療ネットワー

クを構築することであり、この目的を達成するためのプログラムを開発提供することを目指してきた。今年

度、アレルギー疾患におけるさらなる標準治療の普及と均てん化を目的に、食物アレルギー、アトピー性皮

膚炎の２疾患を中心としたこれまでのプログラムに気管支喘息、アレルギー性鼻炎（アレルゲン免疫療法を

含む）を加えた教育研修プログラムを開発したので、今回そのプラグラム評価を行う。 

研修実施前後で、Kirkpatrickの4 段階の評価概念に基づき、反応（満足度）評価、学習（知識スキル）評価、

行動（実際の行動変容）評価に対する効果測定を行い、プログラムの改訂に反映させる。さらに参加者に個々

の施設における行動目標を策定してもらい、その実施率も確認することで今後の課題も明らかにする。 

 

 

Ｂ．研究方法 

A) プログラムの策定 

2019 年度の本研究においては、2013 年から国立成育医療研究センターアレルギーセンターで全国の小児

科医を対象に行ってきた医師向けの教育研修プログラム「食物アレルギー研修」を、「小児アレルギー診療短

期重点型教育研修プログラム」として改訂し、アトピー性皮膚炎の診断基準や重症度評価、気管支喘息の診

断および評価、アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法の実施などの内容を盛り込んで新たに specific 

behavioral objectives（SBOs）を設定し、これに対応するテキスト・指導要項を作成した。 

研修期間は 10 日間（2 週間）とし、主な研修内容として以下を示し参加者を募集した。直接の指導は国

立成育医療研究センターアレルギーセンター外来・病棟にてアレルギーセンター所属医師が行った。研修中

は各参加者の相談役となるメンターを個別に配置し、研修開始時に研修プログラムや電子カルテの使い方な

どについてガイダンスを行い、研修開始後 1 週間と、2 週間の時点で研修プログラム管理者により 2 回のヒ

アリングを行って支援した。研修参加者のアレルギー診療の経験の差や、研修に求める要望の差を補うため、

プログラム 1 週目終了時のヒアリングで個別に要望を聴取し 2 週目の研修内容に反映させることにした。 

 

【主な研修内容**（図1）】 
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・ 食物経口負荷試験 

・ 皮膚テスト（プリックテスト） 

・ 食物アレルギーの初診外来・患者教育 

・ アトピー性皮膚炎の初診外来・患者教育 

・ アトピー性皮膚炎患者へのスキンケア指導 

・ アドレナリン自己注射の患者指導 

・ 肺機能検査、気道可逆性試験、気道過敏性試験、呼気一酸化窒素測定 

・ カンファレンス・回診・抄読会参加  

**日本アレルギー学会専門医制度規定の専門医育成のための教育研修第 32 条（3）「「指導医」または

「専門医」の外来見学実習を10時間以上受講する」の項目を、全日程参加をもって認める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 「小児アレルギー診療短期重点型教育研修プログラム」の研修スケジュール 
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表 1. 研修到達目標 
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表 1. 研修到達目標（つづき） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 参加対象者 

参加対象者は（a）都道府県の拠点病院で小児科診療に携わり、研修参加を希望する医師、および（b）

以下の条件を満たし研修参加を希望する医師とした。 

・ 食物アレルギーの診断法を研修することで、自施設での食物アレルギー診療の質を向上させる意志

の方 

・ アトピー性皮膚炎に対して適切なスキンケア指導や患者教育などの診療技術を向上させる意志のあ

る方 
・ 気管支喘息における肺機能検査や鑑別診断、免疫療法などの診療技術を向上させる意思のある方 

・ 医学部卒後 5 年目以降 20 年以内の、小児を診療する機会のある医師（小児科専門医相当の一般臨床

能力を有すること） 
・ 研修プログラム全日程への参加が可能であること 

・ 研修プログラム開始から修了半年後まで、研修成果についての調査に協力可能であること 
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C) 評価項目・評価方法 

 

教育研修プログラムの評価方法として、Kirkpatrickの4段階の評価概念に基づき，反応（満足度）評価、

学習（知識スキル）評価、行動（実際の行動変容）評価を参加者による評価を通して行った。反応評価は，

研修プログラムの内容・量・教育方略・支援体制について研修終了時に4段階リッカートスケールで行い、

学習評価は研修開始時と終了時に4段階リッカートスケールの自己評価により行った。本年度の評価項目

である行動評価（自己評価）は、診療行動に関して研修開始時と終了後約半年における、可否二区分の自

己評価により行った。 

 

表 2. 評価項目：満足度調査・プログラム評価 

1. 到達目標の項目数は、研修日数に対して適切であった。 

2. 到達目標の項目は、自分のニーズに対して適切であった 

3. 研修各日のスケジュールの量（忙しさ・暇さ）はおしなべて平均化すると適切であった 

4. 患者向けの教室見学は有用であった 

5. 看護指導（患者向け教室での看護指導を含む）の見学は有用であった 

6. 食物負荷試験実習の症例数は十分であった 

7. 食物負荷試験実習への参加の程度（予診・摂取介助・即時反応への治療・指示書作成）は

十分であった 

8. 本教育プログラム用に作成された教材の内容・量は適切であった 

9. ワークシートの使用は有用であった 

10. 模擬症例を使っての実演学習は有用であった   

11. 到達目標の項目毎に担当指導医がつく制度は有用であった   

12. メンターの機能は有用であった  

13. ヒアリングの機能は有用であった 

14. 研修参加中の医療スタッフの態度は友好的で質問しやすい雰囲気であった   

15. 参加に関する事務サポートは適切であった 

 

 

 

表 3. 評価項目：学習評価（アンダーラインは 2018 年度、2019 年度から加わった学習項目） 

1. 食物アレルギー患者の問診を行い、経口摂取による即時型反応と、それ以外を区別して記録

することができる 

2. 特異的IgE・皮膚テスト・食物負荷試験の検査の精度の違いについて説明できる 

3. 皮膚プリックテストを実施し、制限解除が可能な食品の選択ができる 

4. アレルゲンコンポーネントに基づいた診断ができる 

5. 食物経口負荷試験（模擬）を行う患者へ、指示書での説明と同意書取得ができる 

6. 食物経口負荷試験患者への給食オーダー、入院指示簿、処置、投薬準備を行うことができる 

7. 病棟で負荷試験担当看護師が準備している物品と補助業務内容を認識する 

8. 1日2～3例の負荷試験症例の予診・食品準備・カルテ記載・病室の物品確認ができる 

9. 1日2～3例の負荷試験症例の観察、チャート記載、即時反応への対応を行うことができる 
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10. 二重盲検法による食物経口負荷試験の実施を補助することができる 

11. 即時型反応の可能性が低い食品の摂取継続や制限解除をする場合の、患者への注意事項を挙

げることができる 

12. 即時型反応の可能性が残る食品の摂取継続や制限解除をする場合の、患者への注意事項を挙

げることができる 

13. 食物経口負荷試験の結果が陰性であった場合の制限食品の解除について、方針を提案するこ

とができる 

14. 即時型反応を疑う症状・緊急時薬剤・受診目安を患者・家族に指導できる 

15. エピペン® の、適応、適切な規格選択、一般的な使用のタイミングについて説明できる 

16. エピペン®について、同意文書取得・処方医登録の規定と、保険診療上のコストを理解する 

17. エピペン® の使用法の説明ができる 

18. アトピー性皮膚炎の診断基準を説明できる 

19. アトピー性皮膚炎のバリア機能障害について説明できる 

20. アトピー性皮膚炎の重症度評価ができる 

21. アトピー性皮膚炎のスキンケア法（石鹸洗浄、軟膏塗布）の指導ができる 

22. アトピー性皮膚炎の薬物療法と、起こりうる副作用、副作用を回避する使用方法を説明でき

る 

23. プロアクティブ・寛解維持療法の概念について説明できる 

24. アトピー性皮膚炎の悪化因子とその対策について説明できる 

25. アレルゲン二重曝露仮説の理論を説明することができる 

26. 気管支喘息の定義・診断基準・鑑別疾患について説明できる 

27. 気管支喘息の重症度とコントロール状態を評価できる 

28. 気管支喘息の悪化因子を挙げられる 

29. フローボリューム曲線の測定を正しく行い、呼吸機能検査の結果について患者（保護者）に

説明ができる 

30. 呼気NO測定を正しく行い、結果を患者（保護者）に説明できる 

31. 気道過敏性検査を行うことができる 

32. 重症度に応じた気管支喘息の長期管理薬を選択できる 

33. （気管支喘息の急性増悪予防のための）環境整備について指導できる 

34. 患者の年齢に応じた吸入デバイスの選択と、気管支喘息の吸入療法について、患者（保護者）

に指導ができる 

35. 気管支喘息における急性増悪時の対応を患者（保護者）に指導できる 

36. 舌下免疫療法について、効果、副作用、服用法の説明ができる 
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表 4. 評価項目：行動評価（アンダーラインは 2019 年度から加わった評価項目） 

1. 食物特異的IgE陽性のために除去食治療を行っている患者の診療機会があったとき、5割以

上の患者（保護者）に対して、「血液検査のみでは正確な診断ができない」ことを説明して

いる 

2. アトピー性皮膚炎の治療として除去食治療が行われている患者の診療機会があったとき、5

割以上の患者（保護者）に対して、「石鹸洗浄と軟膏塗布のスキンケアが重要である」と説

明している 

3. 食物アレルギーのために受診した除去食治療中の患者が、特異的ＩｇＥ陽性でも最近のア

ナフィラキシー・著明な即時反応が無い場合、半年以内に5割以上の患者に対して、解除を

進めるための皮膚テストまたは食物負荷試験を実施している 

4. 食物アレルギーのために受診した アトピー性皮膚炎・湿疹合併の患者（保護者）8割以上

に対して、初診から3カ月以内に、具体的な石鹸洗浄法と軟膏塗布法についての指導をして

いる 

5. 過去の即時型反応や感作の既往をもとに、現在では不要と考えられる除去食療法を行って

いる患者の診療機会があったとき、介入によって半年以内に 5 割以上の患者で制限の緩和

を確認している 

6. 食物アレルギーのために受診し、湿疹掻痒のために食物制限解除が進みにくい患者（保護者）

に対し、皮膚治療の介入から3カ月以内に5割以上で、症状の緩和を確認している 

7. 食物アレルギーのために受診し、最近のアナフィラキシーや少量の抗原摂取で即時型反応

を生じた患者の8割以上に対して、エピペン® 処方（適応外の場合は存在の説明のみで可）

を含めた対応法の指示を行っている 

8. アトピー性皮膚炎の診断、重症度について、5割以上の患者（保護者）に診断基準や重症度

評価をもとに説明している 

9. アトピー性皮膚炎のために受診した患者の診療機会があったとき、5割以上の患者（保護者）

に対して、ケアプランを立案しプロアクティブ・寛解維持療法についての指導をしている 

10. アトピー性皮膚炎の治療中に、5割以上の患者（保護者）に対して、個々の患者についての

増悪因子を評価し、生活指導や環境整備指導をしている 

11. 気管支喘息の重症度とコントロール状態を評価するため、5割以上の患者（保護者）に対し

て、セルフモニタリングツールや質問紙を活用している 

12. 気管支喘息の重症度とコントロール状態を評価するため、5割以上の患者（保護者）に対し

て、呼吸機能検査、呼気NO検査、気道過敏性試験のなどの生理検査を実施している 

13. 気管支喘息患者に対して吸入療法を導入後に、吸入手技を確認し指導をしている 

14. アレルギー性鼻炎の治療で舌下免疫療法の適応を検討し、効果、副作用、服用法の説明をし

ている 
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C．結果 

A) 参加者とその背景 

2019 年度の研修プログラム参加者数は 1 年間で計 15 名であった。都道府県拠点病院からの参加者が 8 名、

一般小児科病院や診療所からの参加者が 7 名であり（図 2-a）、関東地方、中部地方、近畿地方からの参加者

が多数を占めたが、東北地方、四国地方、海外勤務者からの応募参加もあった（図 2-b）。男性は 8 名、女性

は 7 名で、年齢は 40 歳以下の参加者が 4 分の 3 以上を占め（図 2-c）、小児科専門医が 15 名中 12 名（海外

の小児科専門医資格を含む）、アレルギー専門医が 15 名中１名であった。 

 

 
図 2-a. 参加者の所属施設 

 

 
図 2-b. 参加者の勤務先（地域） 
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図 2-c. 参加者の年齢 

 

B) 参加者のプログラム満足度 

 参加者のプログラム満足度評価は参加者 15 人中 13 人から得られた。＜表 1＞に示した 15 の評価項目に対

し、4＝そのとおり、（3＝ややそのとおり、2=ややそうではない、）1=そうではないの 4 段階による回答の結

果を図 3 に示す。いずれの項目に対しても概ね満足度は高かったが、評価項目 9（ワークシートの使用は有

用であった）、評価項目 10（模擬症例を使っての実演学習は有用であった）の評価が低かった。 

評価項目 4（患者向けの教室見学は有用であった）、5（看護指導（患者向け教室での看護指導を含む）の

見学は有用であった）、11（到達目標の項目毎に担当指導医がつく制度は有用であった）、12（メンターの機

能は有用であった）、13（ヒアリングの機能は有用であった）、14（研修参加中の医療スタッフの態度は友好

的で質問しやすい雰囲気であった）、15（参加に関する事務サポートは適切であった）の評価は高かった。 

本評価項目には反映されていないが、輪読会やジャーナルクラブなど学習機会の重要性、カンファレンス

参加の重要性についての感想もあった。また、プログラムには取り上げられていない好酸球性消化管疾患、

新生児・乳児消化管アレルギーに関する症例検討、論文抄読などは普段経験されることが少なく、これらの

疾患についての知識が研修により得られたとの感想もあった。 

時間配分については適切であったとの意見が多かったが、やや時間が余ったとの意見もあった。また研修

宿泊施設の拡充などハード面の拡充を求めるものもあった。 
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図 3. プログラム満足度評価 

 

C) 参加者の学習（知識スキル）の変化 

＜表 2＞ に示した 36 の評価項目に対し、4＝できる、1＝できない、の 4 段階評価による回答を得た。研修

前後の回答の平均値を図 4 に示す。 

回答は 15 人の参加者全員から得られ、すべての項目で評点の上昇がみられた。 

2019 年度の新しいプログラムにおける新たな評価項目（SBOs）のうち、18（アトピー性皮膚炎の診断基準

を説明できる）、19（アトピー性皮膚炎のバリア機能障害について説明できる）、20（アトピー性皮膚炎の重

症度評価ができる）、23（プロアクティブ・寛解維持療法の概念について説明できる）、26（気管支喘息の定

義・診断基準・鑑別疾患について説明できる）、27（気管支喘息の重症度とコントロール状態を評価できる）、

28（気管支喘息の悪化因子を挙げられる）、29（フローボリューム曲線の測定を正しく行い、呼吸機能検査の

結果について患者（保護者）に説明ができる）、30（呼気 NO 測定を正しく行い、結果を患者（保護者）に説

明できる）、31（気道過敏性検査を行うことができる）、32（重症度に応じた気管支喘息の長期管理薬を選択

できる）、33（（気管支喘息の急性増悪予防のための）環境整備について指導できる）、34（患者の年齢に応じ

た吸入デバイスの選択と、気管支喘息の吸入療法について、患者（保護者）に指導ができる）、35（気管支喘

息における急性増悪時の対応を患者（保護者）に指導できる）、36（舌下免疫療法について、効果、副作用、

服用法の説明ができる）についても評点の上昇がみられ、ほぼ「できる(4)」に近い評点であった。これに対

し、10（二重盲検法による食物経口負荷試験の実施を補助することができる）、30（呼気 NO 測定を正しく行

い、結果を患者（保護者）に説明できる）、31（気道過敏性検査を行うことができる）で達成率が低かった。 
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図 4. 学習（知識スキル）評価 

 

D) 参加者の行動変容 

＜表 3＞ に示した 14 の評価項目に対し、はい、いいえの 2 段階評価による回答を得た。評価は研修開始

時と研修終了後 6 か月時点の 2 回実施した。 

研修開始時の回答は 15 人の参加者すべてから得られているが、研修終了後 6 か月時点での回答は現在 5

名の研修参加者から郵送で届いている。結果を図 5-a（研修開始時）、図 5-b（研修終了後 6 か月）に示す。 

6 か月後の行動評価では殆ど全ての項目で評点の上昇がみられ、とくに評価項目 1（食物特異的 IgE 陽性

のために除去食治療を行っている患者の診療機会があったとき、5 割以上の患者（保護者）に対して、「血液

検査のみでは正確な診断ができない」ことを説明している）、2（アトピー性皮膚炎の治療として除去食治療

が行われている患者の診療機会があったとき、5 割以上の患者（保護者）に対して、「石鹸洗浄と軟膏塗布の

スキンケアが重要である」と説明している）、4（食物アレルギーのために受診したアトピー性皮膚炎・湿疹

合併の患者（保護者）8 割以上に対して、初診から 3 カ月以内に、具体的な石鹸洗浄法と軟膏塗布法につい

ての指導をしている）、5（過去の即時型反応や感作の既往をもとに、現在では不要と考えられる除去食療法

を行っている患者の診療機会があったとき、介入によって半年以内に 5 割以上の患者で制限の緩和を確認し

ている）の達成率は 100%であった。 

また、2019 年度新規に設定した行動目標（8-14）のうち、評価項目 8（アトピー性皮膚炎の診断、重症度に

ついて、5 割以上の患者（保護者）に診断基準や重症度評価をもとに説明している、9（アトピー性皮膚炎の

ために受診した患者の診療機会があったとき、5 割以上の患者（保護者）に対して、ケアプランを立案しプ

ロアクティブ・寛解維持療法についての指導をしている）、11（気管支喘息の重症度とコントロール状態を評

価するため、5 割以上の患者（保護者）に対して、セルフモニタリングツールや質問紙を活用している）、13

（気管支喘息患者に対して吸入療法を導入後に、吸入手技を確認し指導をしている）、については 80%の達
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成率が得られており、新しいプログラムも参加者の行動変容に効果的であると考えられた。一方、10（アト

ピー性皮膚炎の治療中に、5 割以上の患者（保護者）に対して、個々の患者についての増悪因子を評価し、

生活指導や環境整備指導をしている）、12（気管支喘息の重症度とコントロール状態を評価するため、5 割以

上の患者（保護者）に対して、呼吸機能検査、呼気 NO 検査、気道過敏性試験のなどの生理検査を実施して

いる）は 60%、14（アレルギー性鼻炎の治療で舌下免疫療法の適応を検討し、効果、副作用、服用法の説明

をしている）については 20%の達成率であった。 

6（食物アレルギーのために受診し、湿疹掻痒のために食物制限解除が進みにくい患者（保護者）に対し、

皮膚治療の介入から 3 カ月以内に 5 割以上で、症状の緩和を確認している）についても評点の上昇率が低か

った。 
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D. 考察 

2019 年度より開始された新しい「小児アレルギー疾患短期重点型教育研修プログラム」の内容およびその

評価結果を示した。最終年度である令和元年度では、15 名の参加のうち約半数が都道府県アレルギー疾患医

療拠点病院に既に在籍する医師であり、前年度までと比較し基礎的知識を有していることも想定されたが、

本研修の参加者によるプログラム評価において概ね高い評点がみられ、知識スキルの上昇、研修終了半年後

の診療現場における行動の変容が認められ、本研修が都道府県拠点病院医師においても、その後の診療に影

響力を与え得ることが改めて示唆された。 

研修者によるプログラム評価は有用かつ効果的であったとの回答が多くを占めたが、問題点としてワーク

シート、模擬症例の検討が有効に活用されていないことが指摘された。これは、プログラムの中でワークシ

ート（記録用紙）を用いた実習や模擬症例を使っての実演学習が実施されていないことが多かったためと思

われ、プログラム内での位置づけや意義について再検討が必要と考えられた。またワークシートが邪魔にな

ったとの意見もあり、今後の研修における活用法を再検討する必要があると考えられた。全体の時間配分は

適切であったとの回答が多かった一方、時間が余ったとの回答もあり、自由時間に学習に用いることができ

るツールを検討する必要があると考えた。 

知識、技能面の参加者自身の評価でも多くの評価項目に上昇がみられたが、食物アレルギーにおける二重

盲検法による食物経口負荷試験の実施、気管支喘息における気道過敏性試験の実施に関する評点の上昇率が

低かった。この理由として、研修実施時期により病棟や外来でダブルブラインド法による食物経口負荷試験

や気道過敏性試験が実施されない場合があり、これを補うツールが不足しているためと考えられた。そこで

今年度、医師が医師と患者、保護者役を務め、これらの検査のデモンストレーションを行いこれに解説を加

え、10 分程度の動画ツールとして編集した。今年度の研修には間に合わなかったものの、次年度は実際の診

療でこれらの検査が実施されず研修機会が得られない場合、また研修の空き時間の活用法として、この動画

を活用する予定である。 

研修者の行動変容についても、新規の評価項目を含め殆どの項目で達成率の上昇がみられている。前述し

た学習項目の到達率の上昇は、行動変容評価のアンケートにおいて参加者自身が設定した目標とその達成率

を評価した自由記述において、食物経口負荷試験、呼吸機能検査の実施、アトピー性皮膚炎のスキンケア、

外用療法の指導（プロアクティブ療法を含む）の実践や、患者教育などの結果として現れたと考えられた。 

行動変容の評価項目のうち、達成率の低かった評価項目 12（呼気 NO 検査、スパイロメーター）に関して

は、参加者の所属施設における呼気一酸化窒素（NO）の測定器やスパイロメーターなどの設備に差がある可

能性があり、行動の変化だけで測定することが難しい評価項目であった。また 14（舌下免疫療法）について

は参加者一人ひとり行動の変化だけでなく実際に所属施設において診療を開始する必要があることから、地

域における個々の医療機関の役割等の事情を考慮する必要があると考えられた。またまだ研修終了後 6 か月

が経過しておらず回答の回収率が低いため、今後の回答も待ち、個別に再評価する必要があると考える。 

以上のように、2019 年度にはこれまでの食物アレルギー診療を中心とした内容に加え、気管支喘息やアレ

ルギー性鼻炎におけるガイドラインに基づいた標準的診療についての内容がプログラムに追加されたが、新

規の内容についての学習評価、行動変容も得られていることが確認できた。気管支喘息は小児科医が診療所、

一般病院で診療することの多い疾患であり、診断および治療における知識は広く必要とされていると考えら

れるが、今回の研修の参加者からは研修終了後の行動目標として「あらためて小児気管支喘息診療・管理ガ

イドラインを読む」「呼吸機能検査を実施する」など知識の確認や更新に関する意欲的な感想、意見が寄せら

れ、食物アレルギー診療に劣らない反響があった。また、一般病院に患者さんが多い疾患に関しては目標の
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実施率も高くなることが考えられた。これらのアレルギー疾患の標準的治療への理解を深めることにより、

標準治療の普及と医療資源の地域格差の解消に貢献し、診療水準・診療効率の向上が期待される。 

一方で、本研修プログラムにおいては参加者ごとにアレルギーセンター医師（病棟医）1名がメンターとし

て担当し、実際の入院負荷試験患者を担当することによる処方・手技の獲得のみならず、さらに最重症アレル

ギー患者に対する診療の実際、患者教育や信頼関係の構築のコツなども体験することが出来る。研修評価項目

には載らないものの、重症患者に対する治療ニーズを認知出来ることは、これまでも本研修プログラムの重要

な評価点の1つであった（“超重症ADがこんなに良くなるとは知らなかった”等）。重症患者への適切な診療

連携は、都道府県拠点病院の重要な責務であり、国民の診療満足度向上にも繋がる課題であることから、本研

修プログラムが診療連携に貢献することも期待された。 

 

E．結論 

2019年度当センターで実施された新たな研修プログラム「小児アレルギー診療短期重点型教育研修プログ

ラム」は研修参加者の知識・スキルの向上に概ね効果的であったと考えられ、研修前後における研修参加者の

行動変容に寄与していた。食物アレルギー診療に加え、アトピー性皮膚炎、気管支喘息やアレルギー性鼻炎に

おけるガイドラインに基づいた標準的診療についての内容がプログラムに追加されたが、新規の内容につい

ての学習評価、行動変容も得られていることが確認できた。今後も、改訂された教育研修プログラムの継続的

な実施とその効果測定および調査研究を進めたい。 

 

 

F. 研究発表 

1. 石川史、福家辰樹、犬塚祐介、豊國賢治、西村幸士、苛原誠、佐藤未織、齋藤麻耶子、稲垣真一郎、宮地

裕美子、野村伊知郎、山本貴和子、成田雅美、大矢幸弘 小児科医を対象とした食物アレルギー診療教育研

修プログラムの有用性. 第 123 回日本小児科学会学術集会、2020 年 4 月、神戸（2020 年 8 月に延期 
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令和元年度 厚生労働科学研究費補助金 

Webサイト食物アレルギー教育プログラムの開発 

 

研究分担者 海老澤 元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

研究協力者 高橋享平 国立病院機構相模原病院小児科 

研究協力者 佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

 

A.研究目的 

 ｢食物アレルギーの診療の手引き｣は2005年に発刊

以降、3年毎に改訂し診療の質の向上に貢献してき

たが、現在も専門医療機関以外に通院中の患者の生

活の質の改善は不十分である。そこで、「食物アレ

ルギーの診療の手引き2017」及び最新の情報をweb

ベースで広く全国に情報発信し、食物アレルギー診

療に関する最新の知識の普及・啓発を行う。 

 

B.研究方法 

 診療の現場で必要になることや、保護者によく質

問されることを基にQ&Aの項目を作成した。解説の

内容は「食物アレルギーの診療の手引き2017」、「食

物アレルギー診療ガイドライン2016」、食物アレル

ギーの診断・管理・治療等の研究に関する論文・出

版物を参考に作成した。 

 

C.研究結果 

 表に示すように「臨床分類・疫学」「診断と治療」

「食物経口負荷試験」「その他」に分類し、計 22 項

目の Q&A を作成し、2020 年 3 月 web 上に公開した 

（https://www.foodallergy.jp/faq-shinryo/）。 

 解説には、質問に対する回答、専門医への紹介タ

イミングなどの情報を記載し、必要に応じて詳細

な情報が得られるよう「食物アレルギーの診療の

手引き 2017」などへリンクさせた。 

 

 

 

 

例： 

Q3 食物アレルギーの関与する乳児アトピー性

皮膚炎の診断は、どのように進めれば良いです

か？ 

A：食物アレルギーをもつ乳児の多くにアトピー

性皮膚炎が合併しますが、そのすべてに食物ア

レルギーが関係しているわけではありません。 

まず、湿疹に対してはスキンケア指導やステロ

イド外用療法などで湿疹の寛解を維持できるよ

うに治療します。通常の治療でも寛解を維持で

きない場合、血液検査や皮膚プリックテストで

感作の有無を確認し、感作がある場合には疑わ

しい食品の除去試験や負荷試験を検討します。 

通常のスキンケアとステロイド外用療法にて湿

疹が改善しない、繰り返す症例、多抗原（3抗原

以上）の食物抗原が陽性の症例、食物経口負荷試

験が必要な症例については専門医に紹介してく

ださい。 

※詳細「食物アレルギー診断のフローチャート(食物アレル

ギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎)」 

（https://www.foodallergy.jp/care-guide/flow-infant-a

研究要旨 

食物アレルギー診療に関する最新の知識の普及・啓発を行うことを目的とし、「食物アレルギーの診療の手
引き2017」に関するQ&Aを作成し、web上に公開した。 
Q&Aの項目は、診療の現場で必要になることや、保護者によく質問されることをもとに、「臨床分類・疫学」

「診断と治療」「食物経口負荷試験」「その他」に分類し、計22項目作成した。解説の内容は、「食物アレルギ
ーの診療の手引き 2017」、「食物アレルギー診療ガイドライン 2016」、食物アレルギーの診断・管理・治療等の研
究に関する論文・出版物を参考に作成した。 
これらのQ&Aは食物アレルギーの診療経験が未だ豊富ではない医療従事者にとって有用であると考える。 
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topic-dermatitis/） 

 

D.考察、E.結論 

 食物アレルギー診療に関する一般医向けの Q&A を

web上に公開した。本Q＆Aはスマートホンなどで簡

単に閲覧することができ、食物アレルギーの診療を

行う上で有用なツールとなると考える。 

 食物アレルギー診療の進歩は目覚ま

しいため、今後も定期的なアップデート

が必要である。 

 

F.健康危険情報 

 なし 

 

G.研究発表 

 なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 

 

表 Q&A 項目一覧 
 
 
 

 

臨床分類・疫学 

Q1 食物アレルギーにはどのようなタイプがありますか？ 
Q2 食物アレルギーの原因としては、どのような食べ物が多いですか？ 
Q3 食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎の診断は、どのように進めれば良いですか？ 
Q4 食物アレルギーは予防できますか？ 

診断と治療 

Q1 即時型食物アレルギーの診断はどのように進めれば良いですか？ 
Q2 即時型食物アレルギーではどのような症状が起こりますか？ また、症状の重症度はどのように評

価すれば良いですか？ 
Q3 アナフィラキシーとは何ですか？ 
Q4 血液検査やプリックテストを行うときに、抗ヒスタミン薬や吸入ステロイド薬などを中止する必要

はありますか？ 
Q5 食物アレルギーを疑ったとき、どの特異的IgEを検査すればよいですか？ 
Q6 特異的IgEの検査結果をどのように保護者に説明すれば良いですか？ 
Q7 特異的IgG検査は食物アレルギーの診断に使用できますか？ 
Q8 食物アレルギーの診断が付いたとき、交差抗原性があり、注意が必要な食べ物はありますか？ 
Q9 食物アレルギーの症状出現時にはどのような薬剤を使用すれば良いですか？ 
Q10 どのような時にエピペン®を処方すれば良いですか？ 

食物経口負荷試験 

Q1 食物経口負荷試験はどのようなときに行ったら良いですか？ 
Q2 食物経口負荷試験の目標量はどのように設定すれば良いですか？ 
Q3 食物アレルギーはどのように管理を行っていけば良いですか？ 

その他 

Q1 口腔アレルギー症候群の患児と保護者にはどのような説明を行えば良いですか？ 
Q2 経口免疫療法はどんな治療ですか？ 
Q3 食物アレルギーの患児に使用するのに気をつけるべき薬はありますか？ 
Q4 学校や保育園への情報提供はどのようにすれば良いですか？ 
Q5 どのようなときに専門医に相談したらよいですか？ 
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厚生労働科学研究費補助金 

分担研究報告書 
 

生活管理指導表作成支援研究及び小児アレルギー学会後期研修医向研修プログラム 
 

研究分担者 藤澤隆夫 国立病院機構三重病院 院長 
 
 

研究要旨 
 

【背景と目的】アレルギー疾患はその高い有病率により、患者のケアは必ずしもアレルギーを専門としない
医師に委ねられている。しかし、アレルギー疾患は単なる薬物療法だけでなく、食事や生活環境など多
面的なサポートを必要とするため、十分な知識・経験をもたない医師の診療を受けている患者は少なから
ぬ不利益を被る。とくに、アレルギー疾患を有する小児がその生活の多くを過ごす学校においては医師
から学校への適切な指示が必要であるが、十分でない例が少なくないことがわかっている。本研究では、
アレルギー疾患医療の均てん化をめざし、とくに小児にフォーカスした新しい支援体制の構築をめざした。
そのために第 1 に、アレルギー非専門医でも「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を簡便かつ的
確に作成できる支援プログラムを開発すること、第 2 に若手小児医師に対する実践的教育プログラムを日
本小児アレルギー学会と共同で実施して、その教育効果を検証することを目的とした。 
【方法】初年度の研究で、管理指導表記載に関する問題について､医師と学校の教師に対してアンケート
による実態調査を行い、第 2 年度でその結果をもとに、「学校生活管理指導表」作成支援アプリ（ウエブプ
ログラム）プロトタイプの開発を行ったので、最終年度ではプロトタイプアプリ入力を実際の患者に依頼、
アプリの出力する結果と専門医の判断との一致率を評価した。第２に関しては初年度と 2 年度に行った卒
後 10 年までの小児科医を対象とした「小児アレルギースキルアップセミナー」の効果を、最終年度として
Kirkpatrick の手法による参加者の反応（満足度）、学習（知識スキル），行動（実際の行動変容）の評価を
まとめることとした。 
【結果】 １）プロトタプアプリによる出力結果と専門医の判断はほぼ一致した。不一致の分野は質問の表
現の問題による患者の誤解に起因したので、アプリの修正を行った。学校生活管理指導表の改訂も行わ
れたので、これに合わせた修正も行い、完成させた。２）若手小児科医師のセミナーへの満足度は高く、
学習評価では基本的診療スキルへの理解度が大きく向上した。6 ヶ月後の行動評価でも、喘息、呼吸機
能検査、アトピー性皮膚炎の重症度評価などの実施が伸びた。経口負荷試験の実施率の上昇は十分で
なかったが、それぞれの勤務環境に起因するとものと思われた。 
【結語】学校生活管理指導表を医師が適切に記入するための支援アプリを作成した。日本学校保健会の
ホームページに掲載して、全国から利用可能とした。若手医師教育では、若手医師でも経口負荷試験が
実施できるよう、それぞれの病院の診療体制についても検討する必要がある。集合型の研修は頻繁には
行えないため、セミナー内容のビデオ教材を作成、厚生労働省のアレルギーポータルに掲載する予定で
ある。 
 
Ａ．研究目的 

アレルギー疾患はその高い有病率により、患者のケアは必ずしもアレルギーを専門としない医師に委
ねられている。しかし、アレルギー疾患は単なる薬物療法だけでなく、食事や生活環境など多面的なサポ
ートを必要とするため、十分な知識・経験をもたない医師の診療を受けている患者は少なからぬ不利益を
被る。とくに、アレルギー疾患を有する小児がその生活の多くを過ごす学校においては医師から学校へ
の適切な指示が必要であるが、医師が明らかに誤った指示を「学校生活管理指導表（アレルギー疾患
用）」に記載したために学校現場が混乱するなど問題例も少なくない。本研究では、アレルギー疾患医療
の均てん化をめざし、とくに小児にフォーカスした新しい支援体制の構築をめざす。、そのために、第 1 に、
アレルギー非専門医でも「学校生活管理指導表」を簡便かつ的確に作成できる支援プログラムを開発す
ること、第 2 に若手小児医師に対する実践的教育プログラムを日本小児アレルギー学会と共同で実施し
て、その教育効果を検証することを目的とする。（図 1） 
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図１ 3 年間の研究スキーム 

 

Ｂ．研究方法 
1) アレルギー疾患学校生活管理指導表作成支援プログラムの開発 
 初年度の研究で、管理指導表作成支援プログラムの開発のためのアルゴリズム作成を目的に一般小児
科医から情報を収集し、今現場の問題点を抽出し管理指導表を作成する医師が理解しにくい分野を明ら
かにした。また、教職員にもアンケート調査を行い学校でのアレルギー疾患対応で困っている点も抽出し
た。第 2 年度においてこれらを基礎データとして、PC、タブレット、スマートフォンいずれの環境でも動作
するウエブアプリとして、指導表作成支援プログラムを開発したので、検証を行った。 
対象：2019 年度以降の管理指導表を当院で記載した小学生以上の原因食物が卵、牛乳、小麦、ピーナ
ッツ(複数可)の食物アレルギー児 
除外： 

家族の日本語理解が困難な児 
付き添いの家族が病態を把握していない児 
食物経口免疫療法中の児 
上記以外の多抗原食物が原因の児 

主要評価項目：除去食品とその程度の一致率 
副次的評価項目：改善を要する点の検索：アプリの使いやすさ、アルゴリズムエラーなど 
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図 1 アプリの入力画面の例 
 
 

 
 図 2 アプリの出力画面の例 
 
 
2) アレルギー疾患を正しく診療する若手小児科医育成 

小児アレルギーに関心のある若手小児科医（卒後 10 年まで）を対象とした「小児アレルギースキルアッ
プセミナー」に参加した医師を対象として、その教育効果を昨年度に引き続き検証した。2 日間にわたる
研修内容は、「アレルギー概論」、「気管支喘息」、「アトピー性皮膚炎」、「食物アレルギー」、に関してレク
チャーとハンズオンによるものである（図 3）。 
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図 3 小児アレルギースキルアップセミナーの概要 
 
 
評価方法はカークパトリックの 4 段階評価モデル を参考とした 3）．参加者には，当日受付後にパソコ 
ンやスマートフォンを用いてアンケート調査を行 い，コース参加前のアレルギー診療の実施状況や簡 
単な症例提示による現在の診療レベルを評価した． コース終了直後にアンケート調査を再度行い，研修 
内容の評価や学習到達度を評価した．研修内容の評 価については，ライフプランへの影響，ハンズオン， 
教材の内容・量，スケジュール，ニーズ，研修時間 について「適切だった」「少し適切だった」「少し不 適
切だった」「不適切だった」の 4 段階で，学習到達 度については「1：できる」「2：少しできる」「3：少 しで
きない」「4：できない」の 4 段階で評価した． さらに，コースによる参加者自身の小児アレルギー 診療
の変化（行動変容）の評価は，コース終了 6 か 月後にプリックテストや食物経口負荷試験などの手 技
を実施しているか，疾患について重症度分類など を用いて適切に評価しているかなど，アレルギー診 
療の行動変容について「している」「していない」の 2 項目で調査した． 
 
 
 
Ｃ．研究結果 
1) アレルギー疾患学校生活管理指導表作成支援アプリの出力結果と専門医の判断の一致率 
 85 名が研究に参加した（図 4）。 
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図 4 参加者のフロー 
 
 
食物アレルギー病型の一致率をみると、はじめ 58％と低値であったが、即時型の軽い症状である口腔内
掻痒感を口腔アレルギー症候群（OAS）と誤分類していたことによることがわかったので、アルゴリズムと質
問を修正したところ、一致率は 92％で、アプリはほぼ正確に専門医の判断を反映することができた。 

 
 
図 5 食物アレルギー病型についてのアプリと専門医判断の一致率 
 
 アナフィラキシー病型についても、49％と低一致率であったが、通常の即時型症状やペットによる症状
をアナフィラキシーと誤分類することによることがわかったので、修正したところ、65％まで一致率は上がっ
たが、依然として、アナフィラキシーがあっても、なし、と入力する例が残り、質問の表現をさらに修正する
必要があると考えられた。 
 

 
図 6 アナフィラキシー病型についてのアプリと専門医判断の一致率 
 
さらに、未摂取の食物と実際に症状を起こす食物についても、分別が必要であることが明らかとなった。 
その他、改良すべき点を同定できたので、アプリを修正した。 
 
 
2) アレルギー疾患を正しく診療する若手小児科医育成 
小児アレルギースキルアップセミナーの参加者背景を表 3 に示す。2 回とも年齢に大きな違いはなく、男
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女差は 2 回目に女性が増加する傾向にあった。 
 

  第１回 第２回 

人数 71 名 76 名 

男／女 41 / 30 37/39 

年齢（中央値） 31 歳（26−42
歳） 

30 歳（26−46
歳） 

医師経験年数（中央値） 5 年（2ー10
年） 

5 年（1−10 年） 

小児アレルギー学会員 31 名（43.6%) 20 名（26.3％） 

表 1 参加者背景 
 
 
 
研修への評価は総じて、非常に高かった。コース直後のアンケートでは，研修内容に対する 評価につい
て適切だった／少し適切だったと回答した参加者は，「ハンズオン」については 100％，「教材の内容・量」
については 97.0％，「スケジュール」 は 94.0％，「自分たちへのニーズに見合っているか」 については
97.0％であった．また，「研修時間」につ いては 80.5％が適切であったと回答したが，やや短 かったと
の意見もあった．また，ライフプランへの影響があったと回答した参加者は 92.6％であった。 

 
図 7 研修への評価 
 
 
コース前後の参加者の評価点の中央値（四分位範囲）を比較すると，アレルギー概論では 3（2—4）から 1
（1—2）， 気管支喘息では 2（2—3）から 1（1—2），アトピー性 皮膚炎では 2（2—3）から 1（1—2），食物アレ
ルギーでは 2（2—3）から 1（1—2），全体平均は 2（2—3）か ら 1（1—2）であり，統計学的にすべての項目で
有意差が認められた。 
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図 8 学習到達度(アトピー性皮膚炎) 
 
 

 
図 9 学習到達度（食物アレルギー） 
参加 6 ヶ月後に、実際の臨床で、行動変容が起こったかどうかを評価したところ、アレルギー概論では、
「無駄なアレルギー検査を行わない」、喘息では「アドヒアランスの評価を行う」「呼吸機能検 
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図 10 行動変容 
 
査を行う」、アトピー性皮膚炎では「重症度の評価を行う」「ガイドラインに基づいた治療計画を説明する」
「初診患者へのスキンケアと軟膏塗布方法の具体的な指導を行う」、食物アレルギーでは「アナフィラキシ
ーの既往や即時型症状の問診を行う」ことが有意に増加した。しかしながら、最近、ニーズが高まっている
食物経口負荷試験の実施については、有意な増加がみられなかった。 
 
Ｄ．考察 
 アレルギー疾患医療の均てん化を進めるため、アレルギー非専門医でも「学校生活管理指導表（アレル
ギー疾患用）」を簡便かつ的確に作成できる支援プログラムを開発すること、若手小児医師に対する実践
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的教育プログラムを日本小児アレルギー学会と共同で実施して、PDCA サイクルでより効率的なプログラ
ムに発展させることを目的として研究を行った。 

管理指導表作成支援プログラムはウエブアプリとしての開発を行い、そのアルゴリズムを作成した。これ
は、疾患にどのように対応するか困っている点を補助するとともに、通常専門医であれば当然、問診する
ことを、アプリで標準化することにより、もれなく聴取して、管理表記載のために必要な情報を得られるよう
にした。アプリを使えば、診療所などで、診察の待ち時間に、患者自身にタブレットで入力してもらう、ある
いは看護師などがアプリに従って、問診を行い入力する、ことによって、管理表の記載例と注意事項を印
刷することができるので、診察時に医師はそれをみながら、わずかな追加問診で、ほぼ望ましい管理指導
表を作成することができる。また、アレルギー疾患の管理が不十分な例に対しては、専門医への紹介を進
めるなどのコメントが出力されるので、アンダートリートメントも防ぐことができる。このアプリは、学校生活管
理指導表について述べられている日本学校保健会のホームページでアクセス可能として、広く利用を図
っていくことができる。 
 若手小児科医向けの 2 日間にわたる教育プログラムは､参加者に小児アレルギー疾患診療に必要な基
本的知識と手技の習得をさせることができた。高い評価が得られているが、食物経口負荷試験などは職
場でそれができる環境を整えないと実行しにくい点が有り、研修を受けた医師に理解が得られやすいよう
な診療環境の改善が必要である。しかし、このような集合型研修は大きな費用と人材が必要であるため、
ウエブで学習可能とするように、今回の研修内容をビデオ教材として編集、今後は、厚生労働省のアレル
ギーポータルで公開していく予定である。 
 
Ｅ．結論 

アレルギー疾患児への学校生活管理指導表を介した医療と学校の連携したサポート体制を確立する
ため、管理指導表の作成支援プログラムを開発した。今後その有用性を明らかにするとともにアレルギー
を専門としない一般医に適切な支援ができるよう検討を続ける。 

若手医師向け教育プログラムは有効であったが、具体的な行動変容につながるよう改善の必要がある。
今後、どこでも教育プログラムにアクセス可能とするために、アレルギーポータルでの公開を行っていく。 
 
 
F．研究発表 
1. 伊藤靖典, 長尾みづほ, 村井宏生, 福家辰樹, 手塚純一郎, 佐藤さくら, 藤澤隆夫, 足立雄一, 
日本小児アレルギー学会小児アレルギー教育セミナーワーキンググループ. アクティブラーニ
ングを導入した小児アレルギースキルアップコースの学習効果. 日本小児アレルギー学会誌 20
19; 33: 180-188. 

 
 
G．知的財産権の出願・登録状況 無し 
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令和元年度厚生労働研究補助金 
（免疫・アレルギー疾患政策研究事業） 

分担研究報告書 
 

小児アレルギーエデュケーター（PAE）による患者教育の効果に関する研究 
 

地域貢献できる小児アレルギーエデュケーター研修プログラムの開発研究 
 
研究分担者  成田雅美 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 医長 
 
研究協力者   益子育代    なすのがはらクリニック 看護師 
                小児アレルギーエデュケーター（PAE） 

山野織江  東京都立小児総合医療センター 看護部 PAE 
井上三奈枝   東京都立小児総合医療センター 看護部 PAE    

 
研究要旨 
背景・目的：小児アレルギーエデュケーター（PAE）はアレルギー疾患に関する専門的な知識を有

し、患者教育のスキルも高い。PAE が地域の関係者を対象にした講演会の講師となるための研修プ

ログラムを実施しその効果を検証した。 
方法：対象は当院で実施した研修プログラムに参加した PAE。プログラムは知識やスキルの習得を

目的とした４回の講義と、実際の講演会への参加による実践からなる。研修プログラムの効果は、

参加者による自己評価の改善および講師経験者の増加により判定した。 
結果：参加した 18 名の PAE はすべて看護師で PAE 取得後の年数の中央値は 4.5 年。プログラム

参加後にはスキンケアに関する講演会の講師に対する不安の低下と自信の増大が有意に認められ

た。食物アレルギーの講演会の講師についても同様の結果が得られた。期間内に講演会の講師を経

験した PAE も増加した。参加者の自由記述から、プログラム参加により講演のノウハウを習得す

るだけでなく、知識の再確認ができ、仲間としての一体感が得られたとの感想もあった。 
結論：PAE に対する段階的な研修プログラムにより、地域の専門職・関係者や一般市民を対象とし

た講演会の講師をするスキルと自信が得られることが示された。  
 
A. 研究背景・目的 

食物アレルギーを持つ児の増加に伴い、患者が日常生活を送る保育所・幼稚園・学校の職員が、

疾患の正しい理解に基づいた適切な対応を求められる機会が増えている。またアトピー性皮膚炎

患者では、保護者がアトピービジネスやステロイド忌避の影響をうけていて患者が適切な治療を

受けられない場合もあり、患者をみまもる専門職がアレルギー疾患に対する正しい知識をもとに、

保護者に適切な医療を勧める必要性がある。 

このような地域の専門職・関係者や一般市民・患者など、病院に診療目的で受診した患者以外

を対象としたアレルギー疾患に関する研修・講演会のニーズが高まっているが、講師を担うアレ

ルギー専門医が不足しているのが現状である。 

一方でアレルギー専門医とのチーム医療で、小児アレルギー疾患患者への疾患の説明、治療目

標の設定、治療技術の指導ができる看護師・薬剤師・管理栄養士を日本小児臨床アレルギー学会

では小児アレルギーデュケーター（PAE）として認定している。通常 PAE は医療機関において診

療に直結した患者教育を行っているが、専門的な知識やスキルを有していることから、地域の保

育施設・教育機関・行政機関等の職員及び一般市民・患者に対してアレルギー疾患に関する知識
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や対応法を教える講演会の講師として適任である。しかし現状ではこのように医療機関以外の、

地域での講演会の講師ができる PAE は少ない。PAE がより広範囲で活躍することにより、アレ

ルギー疾患医療の均てん化が促進され、患者の治療効果や生活の質向上にも寄与することが期待

される。 

そこで我々は東京都の近郊の PAE で講師を希望する者を対象に、講演の具体的な方法や質問へ

の対処方法などを講義する「地域貢献できる小児アレルギーエデュケーター研修プログラム」を

実施し、その効果を検証した。 

 

B. 研究方法 

1. 対象 

 2019 年度に当院で実施した「地域貢献できる小児アレルギーエデュケーター研修プログラム」

に参加した東京都の近郊の PAE。 

【研修プログラム】 

期間 2019 年 4 月～2020 年 1 月 

1) 基礎段階 講義：4 回 講師経験者の PAE 及び医師が講演会の内容・方法について解説 

第 1 回：食物アレルギーの緊急時対応についての講演会をするための研修  

第 2 回：アトピー性皮膚炎のスキンケアの講演会をするための研修 

第 3 回：講師実践者のフォローアップ（講師課題と解決のための実習） 

第 4 回：まとめと今後の講演会の計画方法 

2) 実践段階 上記の各講義の間に、東京都立小児総合医療センターアレルギー科や研究代表者・

協力者に依頼された講演会に講師またはアシスタントとして参加する。 

講師未経験者が初めて講師を行う際には、講師経験者がペアーとなり準備と実践をサポートする。 

アシスタントとは、講演の一部で少人数のグループに分かれての実技実習が含まれる場合に、各

グループを担当して講師の説明を補助する者を指す。 

 

2. 研究デザイン 

後方視的観察研究 

研修プログラムにおいて実施したアンケート調査を利用する。 

 

3. 評価項目 

1) 主要評価項目：講師レベルの自己評価（自信・不安）の変化 

2) 副次評価項目：講師経験者数の変化、研修プログラム後の感想 

 

4. 方法 

研修プログラム参加者へのアンケート調査の実施時期及び内容は以下の通りである。 

1) 研修プログラム前：基本属性、講演会での講師経験の回数やその講師レベルの自己評価（自信・

不安） 

2) 研修プログラム中（第２回の講義終了後）：講演へのアシスタント・講師としての参加状況、感
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想 

3) 研修プログラム終了時：講演へのアシスタント・講師としての参加状況、感想、講師レベルの

自己評価、感想 

 

5．解析方法 

講師レベルの自己評価の変化は Wilcoxson の符号付順位和検定で解析する。研修プログラム後の

感想を自由記述で収集し、カテゴリー化して研修の効果について分析する。 

 

6. 倫理面への配慮 

本研究は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則(2013 年フォルタレザ修正)及び人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針(2017 年 2 月 28 日 一部改正 厚生労働省)に従い、実施施設における

倫理審査委員会で本研究実施計画書を審査・承認後に実施した。(2019b-152) 

 

C. 結果 

1. 調査対象の基本属性 

PAE（看護師）18 名 

1) PAE 取得年：2010 年 1 名、2012 年 3 名、 

2013 年 3 名、2014 年 2 名、2015 年 1 名、2016 年 1 名、2017 年 3 名、2018 年 4 名。 

プログラム参加時点の経験年数の中央値は 4.5 年。 

2) 勤務地：東京都 14 名、神奈川県 3 名、埼玉県 1 名 

3) 所属：小児専門病院 7 名、クリニック 4 名、総合病院 4 名、大学病院 2 名、市役所 1 名（うち

拠点病院 9 名） 

 

2．講師レベルの自己評価（自信・不安）の変化 

プログラム前と比較しプログラム後は、スキンケア、食物アレルギー共に対象者の講師を行う

自信が上昇し、不安が軽減した（図 1～4）。 

１）スキンケア講師については、プログラム後に自信のスコアが１（中央値）有意に増加し

(p=0.005)、不安のスコアが１（中央値）有意に低下した(p=0.002)。（図 1、2）そして講師を依頼

されたとしたら一人または数人で引き受けると答えた人数は、プログラム前後で 6 人から 12 人

に増加した。 
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【図 1】スキンケア講師の自信の程度 

 
【図 2】スキンケア講師の不安の程度 

 
２）食物アレルギー講師については、プログラム後に自信のスコアが 1.5（中央値）有意に増加し

(p=0.001)、不安のスコアが１（中央値）有意に低下した(p=0.008)。（図 3、4）そして講師を依頼

されたとしたら一人または数人で引き受けると答えた人数は、プログラム前後で 4 人から 13 人

に増加した。 

【図 3】食物アレルギー講師の自信の程度 

 
  【図 4】食物アレルギー講師の不安の程度 
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3．講師経験者数の変化 

 プログラム前後で講師の経験者数を比較すると、スキンケア講師は 7 名から 9 名、食物アレル

ギー講師は 5 名から 8 名に増加した。 

 また、スキンケア講師・アシスタント未経験者の 10 名の内、7 名がアシスタントとして地域の

講演会に参加した。食物アレルギー講師・アシスタント未経験者の 10 名全員がアシスタントとし

て地域の講演会に参加した。 

 

4．研修プログラム後の感想 

 研修プログラム終了後のアンケートでプログラムについての感想を自由記述で収集し、その内

容から「講演方法の学び」「知識の向上」「仲間（他の PAE）の存在意義」の 3 つのカテゴリーと、

9 つのサブカテゴリーに分類した。(表１) 

【表１】研修プログラムの感想（終了後） 

 

 

D. 考察 

地域の講演会の講師を行うことへのPAE の不安は大きかったが、本研修プログラムによりPAE

の不安は軽減し、講師に対する自信をもてるようになった。本研修プログラムでは以下のような

段階的なサポート体制が特徴である。 

１）基礎段階の講義で講師経験の豊富な医師や PAE から各疾患に関する講演方法を学ぶ。 

２）実践段階では、講師経験のない PAE が初回はアシスタントとして参加し基礎段階の講義で得

た知識と照らし合わせながら、講師の PAE をモデリングすることで、講師のイメージを具体化す

る。 

0

2

4

6

8

プログラム前 プログラム終了時

カテゴリー サブカテゴリー

質疑応答のスキル向上と不安軽減

内容の厳選、スライド作成、講義の組み立て方、話し方

アンケートの重要性

依頼者との打ち合わせ方法

食物アレルギー、アトピー性皮膚炎の知識の再確認

自施設での患者指導にフィードバック

アシスタント経験で講師ＰＡＥをモデリング

不安や疑問の共有

相談できる安心感

講演方法の学び

知識の向上

仲間（他のＰＡＥ）の存在
意義
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３）講師未経験者が講師を行う際は経験者がペアーとなり準備と実践をサポートする。 

４）実践後のフォローアップとして講演会で出た質疑への返答方法など講師経験後の課題を解決

するための講義を実施する。 

このような段階的なサポートが講師の不安軽減と講演会の質の担保につながると考えられた。

またアシスタントの存在は、PAE のトレーニングという観点のみならず、講演会の受講者へのき

め細やかな指導が可能となることから受講者の満足度向上にも寄与すると期待される。 

PAE が情報を共有して協力する体制を構築することにより、相談する仲間がいることへの安心

感が得られ、地域を支えていくという一体感が生まれやすくなる。 

 

E. 結論 

小児アレルギーエデュケーターはアレルギー疾患に関する専門的な知識を有し、患者教育のスキ

ルも高い。段階的な研修プログラムにより、地域の専門職・関係者や一般市民を対象とした講演

会の講師として十分に貢献できる。PAE がより広範囲で活躍することにより、アレルギー疾患医

療の均てん化が促進され、患者の治療効果や生活の質向上にも寄与することが期待される。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

① 論文発表 

１）成田雅美「授乳・離乳の支援ガイド（2019 年改定版）要点と栄養指導への活かし方 臨床栄

養 135(3):302-307 2019 

２）成田雅美 新しい離乳食ガイドラインと食育について アレルギーの観点からの授乳・離乳

の支援 小児保健研究 78(6):621-624 2019 

３）成田雅美【周産期相談 310 お母さんへの回答マニュアル 第 3 版】 アトピー（性皮膚炎）

といわれたのですが、離乳食をどうしたらいいですか？ 周産期医学 49（増）:648-650 2019 

４）成田雅美  腸内細菌叢を標的としたアレルギー疾患発症予防 アレルギー 69(1):19-22 

2020 

 

② 学会発表 

１）益子育代 シンポジウム「PAE が目指す場所」PAE はどこをめざすのか？10 年間の動向か

ら考える 第 36 回日本小児臨床アレルギー学会 和歌山 2019.7.28.  

２）成田雅美 シンポジウム「アレルギーの子どもたちへの災害対策 東南海地震に備えて」ア

レルギー疾患のこどものための「災害の備え」パンフレットの災害対策への活用 第 36 回日本小

児臨床アレルギー学会 和歌山 2019.7.28.  

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定も含む） 

1.  特許取得 
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 なし 

2.  実用新案登録 

 なし 

3.  その他 

 なし 
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金 

（免疫・アレルギー疾患政策研究事業） 

分担研究報告書 

 

小児アレルギーエデュケーター（PAE）によるアトピー性皮膚炎患者への治療初期の患者

教育の効果に関する研究 

 

研究分担者 赤澤 晃    東京都立小児総合医療センターアレルギー科 非常勤医師 

 

研究協力者 益子 育代 なすのがはらクリニック 

    小児アレルギーエデュケーター（PAE） 

  古川 真弓 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 非常勤医師 

  小田嶋 博 国立病院機構福岡病院 副院長 

  金子 恵美 国立病院機構福岡病院 看護部 PAE 

  高増 哲也 神奈川県立こども医療センターアレルギー科 医長 

  田阪 祐子 神奈川県立こども医療センター 看護部 PAE 

 

研究要旨 

背景・目的：アレルギー疾患の良好なコントロール、全国のアレルギー医療の均てん化のため

にはチーム医療の実践が重要で、医師以外のアレルギー専門メディカルスタッフ（小児アレル

ギーエデュケーター：PAE）の養成と活用が必要である。本研究では、小児アトピー性皮膚炎

患者の治療におけるアレルギー専門メディカルスタッフの有用性について検討を行った。 

方法：多施設共同ランダム化比較研究により小児アトピー性皮膚炎の治療初期の患者指導を

PAE または医師が行い、10 週後の皮膚症状スコア、QOL スコアの変化量を比較した。 

結果：最終的に 51 例が登録され PAE 群に 27 例、医師群に 24 例が割付けられた。10 週後の

SCORAD,POEM,QPCAD はいずれの群でも有意に改善したが、両群の間での差は認められな

かった。 

結論：今後多くのアレルギー専門メディカルスタッフが養成され適切な患者教育が実施される

ことで、診療の効率化や、アレルギー疾患対策基本法で提言されている全国のアレルギー医療

の均てん化への貢献が期待できる。 

 

A. 研究目的 

小児のアレルギー疾患は、治療管理ガイドラインに沿った治療が適切に実施されれば、症状がほとんどな

い良好なコントロール状態を維持することが可能となった。しかし、適切な治療を提供していても、患者・家

族の不十分な自己管理や治療の自己中断などによりコントロール不良となる場合も多い。この問題を解決す

るには丁寧な患者教育が必要であるが、実際の臨床現場では医師が十分な時間をかけることは難しい。一方

欧米では従来から専門看護師によるアレルギー患者教育の成果が認められてきた。海外の先行研究では、「退

院後の気管支喘息」の対応について医師と専門看護師の対応を比較したところ効果が同等であったことが報
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告された（Nathan., et al 2006）。またアトピー性皮膚炎患者の診療において、専門看護師による時間をかけ

た患者教育が有効であることが指摘されている（Moore., et al 2006）。日本でも専門性の高い看護師の養成を

目指して、平成 21 年度に日本小児臨床アレルギー学会が「小児アレルギーエデュケーター（以下 PAE）」制

度を開始した。 

本研究では小児アトピー性皮膚炎患者に対する PAE による患者教育が、医師による患者教育と比較して高

い効果をもたらせるかどうかを検証する。 

 

B. 研究方法 

1．研究対象 

東京都立小児総合医療センターアレルギー科外来、国立病院機構 福岡病院 小児科外来および神奈川県立こども

病院アレルギー科外来を初診で受診したアトピー性皮膚炎の患者およびその保護者で、次の全ての条件を満たし研究

参加に文書同意が得られた者。 

採用基準 

１）年齢 6 ヶ月から 10 歳未満 

２）「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2012（日本アレルギー学会）」（以下ガイドライン）による中等症以上に相当す

る湿疹病変を有する 

３）研究施設外来で治療を受ける意思がある 

４）介入開始前に院内の集団指導による患者教育を受講していない 

除外基準 

１）他疾患を含め入院治療の必要がある 

２）明らかに 1 日 2 回のスキンケアの実施が不可能でプロアクティブ療法が困難と判断された場合 

３）アトピー性皮膚炎の症状に強く影響を及ぼす病気および状況がある場合 

４）その他、研究参加が不適当と医師が判断したとき 

 

２．研究デザイン 

2 群によるランダム化比較試験 

A 群（PAE 群）：PAE による患者教育 

B 群（医師群）：医師による患者教育 

割付においては重症度（中等症・重症）、年齢（2 歳未満・2 歳～未就学児・就学児）、参加施設による層別ランダム

化を行う。（東京都立小児総合医療センター臨床研究支援センターにて割付を実施） 

 

３．介入方法 

全体のプロトコールを図１に示す。初診時から、2 週後、6 週後に患者教育を実施し、10 週後 4 回目の受診

時に評価する。 
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【図１】研究プロトコール 

  
１）治療薬は、ガイドラインに基づく標準治療とスキンケアを行う。原則としてプロアクティブ療法を実施す

る。 

２）患者教育の内容は、医師、PAE ともに指導項目を統一する。初回介入では、アトピー性皮膚炎ハンドブ

ック（環境再生保全機構発行）を用いて、治療、自己管理に必要な知識を含め、スキンケアの指導を行う。2､

3 回目は、養育者が記載したセルフケアチェック表でチェックされた内容を中心に指導する。 

３）A 群の患者教育の初回は、医師の診察終了後に、PAE よりスキンケアに関する個別指導（40 分以上）を

行う。個別指導後に処方を行う。2 回目以降は PAE が診察前に指導することとする。 

４）B 群の患者教育の初回は、医師が診察および患者教育を行う。2 回目以降も医師のみが診察・患者教育を

行う。 

４．評価項目/統計解析 

１）主要評価項目：Severity Scoring of Atopic Dermatitis (SCORAD)  

判定方法：湿疹の範囲と重症度については他施設の複数の専門医師が匿名化された写真によりスコアリングし、平均

値を使用する。 

２） 副次的評価項目： 

・疾患特異的養育者 QOL スコア 

DFI （Family impact of childhood eczema  

questionnaire） 

QPCAD（Quality of  Life in Primary 

Caregivers of children with Atopic 

Dermatitis）  

・患者による評価 

     POEM（The Patient Oriented Eczema 

 Measure） 

・外用薬使用量、スキンケア実施回数など。 

評価時期は、初回、2 週後、6 週後、10 週後の 4 回。 

３）目標症例数は、各群 60 例ずつ、合計 120 例と設定した。 

４）統計解析 

主要項目である SCORAD スコアの介入前後の変化量について独立２標本の t 検定を行う。有意水準を両側 5％とす
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る。副次的評価項目についても同様に解析する。 

５）倫理面への配慮 

本研究は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則（2008 年ソウル修正）および、臨床研究に関する倫理指針

（2008 年 7 月 31 日 全部改訂 厚生労働省）に従い、本研究実施計画書を厳守して実施した。本研究に先

立ち、実施施設における倫理審査委員会の審査・承認を受けた。（H25-07）（臨床研究登録番号：

UMIN000012867） 

 

C. 研究結果 

初年度（平成 29 年度）：この研究はすでに東京都立小児総合医療センターアレルギー科と国立病院機構福岡

病院での協同研究が開始されており、患者リクルート及び介入研究を継続した。研究実施施設として神奈川

県立こども医療センターも追加した。 

2 年度（平成 30 年度）：参加施設でのリクルートを継続した。年度終了までに 51 例を登録した。 

3 年度（令和元年度）：患者の新規登録がないため、目標症例数には満たなかったが 2019 年 10 月で登録を終

了しデータ解析を行った。 

 

１．研究対象者背景 

最終的に 2 施設から 51 例が登録し、PAE 群に 27 例、医師群に 24 例が割付けられた。研究登録時の患者背

景を表１に示す。男性は 25 例（49%）、月齢中央値は 21 か月、アトピー性皮膚炎の重症度は中等症 44 例

（86.3%）であった。 

【表１】研究登録者の背景 

 

研究登録者のうち何らかの理由によりデータが欠損していて介入前後の評価項目の変化量が得られなかった

ものは、PAE 群で 7 例、医師群で 11 例であった。 

 

２．介入前後の皮膚症状スコア、QOL スコア 

PAE 群、医師群それぞれの介入前後の皮膚症状スコア、QOL スコアとその変化量を表２に示す。 

１）主要評価項目である SCORAD は PAE 群、医師群いずれにおいても初診時と比べて 10 週後には有意に

改善していた。（表２）(＊：p<0.05) 両群の SCORAD 変化量の分布を図２に示す。PAE 群、医師群の変化

量の平均はそれぞれ 28.7、26.5 で、2 群の変化量には有意差が認められなかった。（表２）(p=0.749) 

２）副次的評価項目である疾患特異的養育者 QOL スコア（DFI,QPCAD）、患者評価スコア（POEM）のう

ち PAE 群の DFI 以外は介入前後で有意な改善がみられた。（表２）(＊：p<0.05) しかしいずれのスコアも

PAE 群と医師群の間では変化量に有意な差は認められなかった。 

【表２】介入群別の皮膚症状スコア、QOL スコア 

合計 PAE群 医師群

n=51 n=27 n=24

性別：男   n ( %） 25 13 (52.0) 12 (48.0)

月齢:中央値(四分位点） 21 (9-49) 24 (9.5-62) 16.5(9.0-46.3)

施設: n(%）

  東京都立小児総合医療センター 24 14 (58.3) 10 (41.7)

  国立病院機構　福岡病院 27 13 (48.1) 14 (51.9)

重症度: n( %）

  中等症 44 23 (52.3) 21 (47.7)

  重症 7 4 (57.1) 3 (42.9)
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【図２】介入群別の SCORAD 変化量（10 週後） 

 

 

 

D. 考察 

小児アトピー性皮膚炎患者の治療においては、保護者に対する患者教育がきわめて重要であるが、現状で

は医師による説明には制約が多い。そのため日本小児臨床アレルギー学会では、アレルギー疾患対策基本法

に先駆けて医師以外のメディカルスタッフの重要性を認識して、患者教育のできる小児アレルギーエデュケ

ーター（PAE）の養成・認定を行ってきた。 

本研究では PAE が小児アトピー性皮膚炎患者への時間をかけた患者教育がアレルギーを専門とする医師

の患者教育よりも有効かどうかを検証した。その結果いずれの介入においても皮膚症状スコア、QOL スコア

の改善が認められたものの、PAE と医師の介入の差は認められなかった。 

 本研究の限界として目標症例数を登録できず、脱落例も多かったため結果的に解析できた症例数が少なか

ったことが挙げられる。 

PAE群 医師群 p値

n=27 n=24

SCORAD

初診時  平均値 (SD） 50.1 (14.2) 47.5 (15.2)

10週後  平均値 (SD） 21.7 (16.3) 17.4 (11.6)

変化量  平均値 (SD） 28.7 ( 19.8)＊ 26.5 (19.0)＊ 0.749

DFI

初診時  平均値 (SD） 23.3 (5.4) 24.8 (3.6)

10週後  平均値 (SD） 25.5 (4.9) 27.4 (2.9)

変化量  平均値 (SD） 2.2 (5.8) 2.6 (2.2)＊ 0.829

QPCAD

初診時  平均値 (SD） 34.3 (10.3) 32.3 (7.0)

10週後  平均値 (SD） 24.7 (13.7) 25.1 (10.0)

変化量  平均値 (SD） 9.5 (13.7)＊ 7.3 (7.2)＊ 0.509

POEM

初診時  平均値 (SD） 14.8 (5.1) 13.0 (5.3)

10週後  平均値 (SD） 6.6 (5.9) 3.3 (2.5) 

変化量  平均値 (SD） 8.8 (5.5)＊ 9.7 (5.5)＊ 0.654

＊：介入前後の変化に有意差あり　p<0.05
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 ただし PAE による患者教育群でも明らかな治療効果は認められており、PAE 群では医師による患者教育

の時間が大幅に短縮できたことから、チーム医療による診療の効率化がはかれると思われる。 

 

E. 結論 

小児アトピー性皮膚炎患者に対する初期治療において、高度なアレルギー疾患の知識とスキルを持ったメディ

カルスタッフによる患者教育と医師による患者教育はいずれも効果があり、両者に差は認められなかった。

今後多くのアレルギー専門メディカルスタッフが養成され適切な患者教育が実施されることで、診療の効率

化やアレルギー疾患対策基本法で提言されている全国のアレルギー医療の均てん化にも貢献できる。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

① 論文発表 

１）Sasaki M, Morikawa E, Yoshida K, Adachi Y, Odajima H, Akasawa A. The change in the prevalence 

of wheeze, eczema and rhino-conjunctivitis among Japanese children: Findings from 3 nationwide cross-

sectional surveys between 2005 and 2015. Allergy. 2019;74(8):1572‐1575.  

２）Morikawa E, Sasaki M, Yoshida K, Adachi Y, Odajima H, Akasawa A. Nationwide survey of the 

prevalence of wheeze, rhino-conjunctivitis, and eczema among Japanese children in 2015. Allergol Int. 

2020;69(1):98‐103. 

② 学会発表 

１）益子育代 シンポジウム「PAE が目指す場所」PAE はどこをめざすのか？10 年間の動向から考える 第

36 回日本小児臨床アレルギー学会 和歌山 2019.7.28.  

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定も含む） 

① 特許取得 

なし 

② 実用新案登録 

なし 

③ その他 

なし 

 

 

 



1 
 
 

別紙４                                                                                           
                                                                                                 
研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                                 
      書籍                                                                                       
 

著者氏名 論文タイトル名 書籍全体の 
編集者名 

書 籍 名 出版社名 出版地 出版年 ページ 

なし        

        

 
                                                                                                 
      雑誌                                                     
 

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年 

Sasaki M, 

Morikawa E, 

Yoshida K, Adachi 

Y, Odajima H, 

Akasawa A. 

The change in the prevalence of 

wheeze, eczema and rhino-

conjunctivitis among Japanese 

children: Findings from 3 

nationwide cross-sectional surveys 

between 2005 and 2015. 

Allergy 74(8) 1572-

1575 

2019 

Morikawa E, Sasaki 

M, Yoshida K, Adachi 

Y, Odajima H, 

Akasawa A. 

Nationwide survey of the prevalence of 

wheeze, rhino-conjunctivitis, and 

eczema among Japanese children in 

2015. 

Allergol Int. 69(1) 98-103 2020 

成田雅美 「授乳・離乳の支援ガイド（2019
年改定版）要点と栄養指導への
活かし方 

臨床栄養 135(3) 302-30
7 

2019 

成田雅美 新しい離乳食ガイドラインと食
育について アレルギーの観点
からの授乳・離乳の支援 

小児保健研究 78(6) 621-62
4 

2019 

成田雅美 【周産期相談310 お母さんへの
回答マニュアル 第3版】 アト
ピー（性皮膚炎）といわれたので
すが、離乳食をどうしたらいい
ですか？ 

周産期医学 49（増） 648-65
0 

2019 

成田雅美 腸内細菌叢を標的としたアレル
ギー疾患発症予防 

アレルギー 69(1) 19-22 2020 

 














